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         ２０１９年２月 

青森県教育委員会 



 

はじめに 

 
  近年、子どもを取り巻く社会環境や生活環境の急激な変化は、児童生

徒の心身に様々な影響を及ぼしており、生活習慣病やメンタルヘルスに

関する問題、アレルギー疾患、感染症などの問題が顕在化しております。 
「青森県学校保健推進計画」は、本県児童生徒の健康課題の解決に向

けた学校における健康づくりや、学校保健推進の方向性及び「健康あお

もり２１」で示された児童生徒に関する数値目標の達成などを目的に策

定されました。 
 この度、「青森県学校保健推進計画（第２次）」の５年間の計画期間

を終えたことから、２０１９年度を初年度とする「青森県学校保健推進

計画（第３次）」を策定しました。 

 「青森県学校保健推進計画（第３次）」では、「児童生徒が健康につ

いて自ら考え判断し、行動できる実践力の育成」及び「健康的な生活習

慣の確立」を目的に、「学校・家庭・地域社会が一体となった学校保健

の推進」を目指すこととしています。 

 県教育委員会では、今後も市町村教育委員会や学校保健関係団体等と

の連携を図りつつ、学校保健の充実に向けた施策を推進して参りたいと

考えております。 

 終わりに、本計画の作成に携わっていただきました青森県学校保健推

進計画検討委員会の皆様をはじめ、御協力いただいた関係団体の皆様に

深く感謝申し上げます。 
  
 
平成３１年２月 

青森県教育委員会教育長 和嶋 延寿 
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第１章  計画の概要                          

１ 計画策定の趣旨 

 「青森県学校保健推進計画（第２次）」は、本県児童生徒の健康課題の解決に向けた学校にお

ける健康づくりや、学校保健推進の方向性及び「健康あおもり２１（第２次）」で示された児童

生徒に関連する数値目標の達成などを目的に、平成25年度（平成26年３月）に策定しました。 

今回、５年間の計画期間を終えたことから推進状況の最終評価を行い、その結果を踏まえ、児

童生徒が自らの体力や健康に関心を持ち、生涯にわたって自ら進んで運動に親しみ、健康・安全

で活力のある生活を送ることができるよう、家庭や地域社会との連携を図りながら、心と体を一

体として捉え、健やかな体を育む健康教育の充実を目指し「青森県学校保健推進計画（第３次）」

を策定します。 

 

２ 重点項目設定の考え方 

学齢期は、健康づくりを主体的に進めていくための出発点となる重要な時期であり、生涯にわ

たる健康づくりの基礎を培うため、この時期における実践力の育成が将来の自己管理能力につな

がるものと考えます。 

このことから、本計画では「児童生徒が健康について自ら考え判断し、行動できる実践力の育

成」及び「健康的な生活習慣の確立（生涯にわたる健康の基礎づくり）」を目的に、本県の児童

生徒の健康課題の解決に向け、「学校・家庭・地域社会が一体となった学校保健の推進」を目指

し、８つの重点項目を設定しました。中でも「望ましい生活習慣定着の推進」は、平均寿命が全

国最下位である状況からの脱却を目指し、県民一人一人が生活習慣を見直し改善する努力が求め

られていることから、最重点課題とします。 

また、青森県健康増進計画「健康あおもり２１（第２次）」で示された児童生徒に関連する数

値目標などを取り入れ、学校、家庭、地域社会が一体となった学校保健を推進していくことを目

指します。 

 

３ 計画の期間 

 計画の期間は、2019年度から2023年度までの５年間とします。 

 

４ 実施状況の評価 

毎年度、本計画における取組の進捗状況、健康課題の動向や社会の変化等を考慮し、評価を行

い、次年度等の取組の見直しを行うものとします。 

また、最終年度である2023年度には、目標値の達成度を評価し、次期計画に反映させることと

します。 

さらに、青森県健康福祉部や学校保健関係団体等との連携により、新たな事業展開などによる

健康づくり施策の総合的な推進のため、事業効果等を踏まえ、施策の見直しを行っていきます。 
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第２章 児童生徒の健康の現状と学校保健推進の課題             

１ 児童生徒を取り巻く社会状況 

  近年の社会環境や生活環境の急激な変化は、児童生徒の心身の健康に様々な影響を与えており、

肥満・痩身傾向、食生活の乱れ、生活習慣病の兆候、アレルギー疾患や各種感染症の増加、いじ

め、不登校、児童虐待などのメンタルヘルスに関する課題など、様々な健康課題が生じています。 

 また、学校や通学路等において、児童生徒に危害が加えられる事件や事故が後を絶たないほか、 

地震等の自然災害も含めて、学校における児童生徒等の安全を確保する取組は、喫緊の課題とな 

っています。 

 さらに、少子化の影響から学校の統廃合が進み、本県の学校数は、平成24年の小学校323校・ 

中学校170校から、平成29年にはそれぞれ288校・156校と減少し、その結果、遠距離通学を余儀

なくされ、スクールバスの利用や保護者の送迎、遊びや運動、部活動の制約等から、日常生活に

おける体を動かす機会の減少や体力の低下なども指摘されています。 

 

２ 本県児童生徒の健康の現状  

（１）運動、体力の状況 

平成29年度「体格、体力、ライフスタイル調査＊1」によると、「運動しない児童生徒」の割

合は、男女とも小学校高学年を境に、中学校から高等学校にかけて次第に高くなっていく傾向

は従来と同じであり、男女を比較すると中１から女子の割合の方が大幅に高くなっています。

男子は６年齢層、女子は５年齢層で、平成28年度より増えています。 

また、新体力テストの合計点の平均値は、男子が９年齢層（７歳から１５歳）、女子は全年

齢層で、平成28年度を上回る結果となりましたが、全国と比較すると全年齢層で全国平均を下

回る結果となっています。 

 

（２）体格、疾病・異常の状況 

平成29年度「青森県学校保健調査＊2」によると、本県児童生徒の体格については、身長は男

子が全ての、女子が16歳、17歳以外の年齢層で全国平均を上回り、体重は男女とも全ての年齢層で

全国平均を上回っています。また、全国と比較した肥満傾向児の出現率は、４年連続で、男女と

も全年齢層で全国平均を上回っています。 

疾病・異常被患率の中で最も高いのは、小学校「う歯」58.4％、中学校及び高等学校は「裸

眼視力1.0未満の者」で57.9％と61.2％となっています。 

次いで高いのは、小学校は「裸眼視力1.0未満の者」41.5％、中学校及び高等学校は「う歯」

で49.6％と58.1％となっています。 

 

 

 

                                                  
＊1  体格、体力、ライフスタイル調査 
    県教育委員会で、本県の児童生徒の健康、体力の現状を把握するために実施している悉皆調査。 
＊2  青森県学校保健調査 
    県教育委員会で、本県の児童生徒の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健教育行政上の基礎資料を得ることを目的に実施

している悉皆調査。 
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（３）心の健康の状況 

平成29年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査によると、不

登校児童生徒数は、小学校277人で前年度より25人増加、中学校1,003人で前年度より18人減少

しています。 

 

（４）その他 

平成27年度に県健康福祉部がん・生活習慣病対策課が実施した未成年者の喫煙・飲酒状況調

査によると、未成年者（中学１年生・高校３年生）の喫煙率は、中学１年生女子は横ばい、中

学１年生男子、高校３年生男女は共に改善傾向となっております。 

未成年者の飲酒については2010年、2012年、2014年の推移で、中学3年生、高校3年生ともに、

その割合は男女ともにコンスタントに下がってきています。特に、男子に比べて女子の低下が

顕著に見られます。 

※児童生徒の健康の現状、その他学校保健推進に関するデータ等は、資料編を参照 

 

 

３ 学校保健推進の課題 

（１）児童生徒の実践力育成のための指導 
青森県教育委員会は、これまで学校保健を推進する資料として、児童生徒用の各種パンフレ

ットや教師用の指導資料集などを作成しました。各学校ではこれらを活用し、児童生徒が主体

的に健康づくりに取り組むことができるよう、実践力の育成を目指した指導を促進していく必

要があります。 

 

（２）学校保健の活性化 
学校保健は、学校全体で組織的・計画的な取組を推進していくことが重要です。学校保健計

画の策定・実施を通じて、保健教育と保健管理を適切に行うことにより、児童生徒や教職員の

健康の保持増進を目指します。また、これらの活動を円滑かつ効果的に推進するために学校保

健委員会などの組織活動が位置付いています。 

具体的には、保健主事や養護教諭等を中心に、全教職員の共通理解・協力体制を確立し、学

校保健計画等に基づき、学校医、学校歯科医、学校薬剤師はもとより、地域の専門医、関係機

関・団体等と連携を図り推進していく必要があります。 

 

（３）学校、家庭、地域社会が連携した取組 
現代的な健康課題の解決を図るためには、健康に関する課題を単に個人的な課題とするだけ

ではなく、学校、家庭、地域社会が連携して、社会全体で児童生徒の健康づくりに取り組んで

いくことが必要です。 
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第３章 計画の推進                                                   

１ 実施主体別に期待される主な役割 

（１）青森県教育委員会 

児童生徒の健康づくりを推進するため、各学校が組織的・計画的に取り組むことができるよ

う、健康教育実践研究校の取組成果を広く周知するとともに、各種事業に取り組みます。 

また、青森県学校保健調査や体格、体力、ライフスタイル調査など多岐にわたるデータを収

集分析し、学校や市町村教育委員会の健康づくりの取組に役立つ情報として広く発信していく

とともに、県知事部局をはじめ、地域の関係機関・団体との連携を密にし、学校保健活動への

理解と協力を求めていきます。 

 

（２）市町村教育委員会 

管内の児童生徒の健康づくりを推進するため、県教育委員会や地域の関係機関・団体と連携

し、地域の実情を踏まえ、児童生徒等の健康課題解決に向けた取組の推進が求められています。 

 

（３）学 校 

児童生徒が健康について関心を持ち、生涯にわたる健康の基礎づくりに向けた健康的な生活

習慣の確立のために、健康に関する正しい知識を身に付け、児童生徒が自ら健康な生活を実践

する能力や態度を育てる健康教育を一層推進し、学校における健康づくりの組織的・計画的な

取組等を積極的に実践していく必要があります。 

健康づくりの推進においては、学校、家庭、地域社会の連携の核となる学校保健委員会＊3の

設置及びその活性化を図る必要があります。 

 

（４）家 庭 

児童生徒の健康づくりの基本は家庭であり、食生活や生活習慣の基盤は、家庭において確立

されます。学校での児童生徒の健康づくりへの取組をより効果的に推進していくためには、保

護者の学校保健活動への参画が不可欠であり、学校と家庭が連携し推進していくことが実効性

のある健康づくりにつながります。 

また、家庭では、学校で学習した内容を深め習慣づけていくことが求められています。 

 

（５）ＰＴＡ 

学校と家庭の連携を密接にし、より実効性のある健康づくりを推進していくために、ＰＴＡ

の役割は極めて重要です。 

学校と連携し、ＰＴＡ会員向けの健康づくりに関する研修会等の取組を積極的に行うととも

に、保護者がＰＴＡ等の活動に積極的に参加し、学校やＰＴＡからの情報等を活用して、児童

生徒の健康づくりのために関わっていくことも必要です。 

 

                                                  
＊3  学校保健委員会 
    学校における健康に関する課題を研究協議し、健康づくりを推進するための組織です。学校保健委員会は、校長、教頭、養護

教諭、栄養教諭・学校栄養職員などの教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係者の

代表などを主な委員とし、保健主事が中心となって運営することとされています。 
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（６）学校保健関係団体 

学校保健に関係する主な団体として、青森県医師会、青森県歯科医師会、青森県学校薬剤師

会があり、定期健康診断や学校環境衛生等において、専門的な立場から児童生徒の健康づくり

に関わっています。 

今後は、さらに学校保健計画や学校安全計画、食に関する指導の全体計画作成への参画や、

児童生徒への保健指導や健康相談、学校保健委員会等において指導・助言を行うなど、学校の

健康づくりの取組に一層深く関わることが望まれます。 

また、児童生徒の健康の保持増進と学校における健康教育の円滑な推進に寄与している青森

県学校保健会、青森県学校給食会などの団体も、県教育委員会とより一層の連携を図っていく

ことが望まれます。 

 

（７）地域社会 

児童生徒の健康づくりを推進するに当たり、学校は、家庭との連携はもとより、児童生徒に

関わりのある地域の人々とも共通理解を図り、目標に向かった組織的な活動を行うことが必要

です。とりわけ、最近の学校を取り巻く社会環境を考慮すると、児童生徒の安全の確保及び事

故防止を図るためには、地域社会と連携、協力した取組が不可欠です。 

また、学校は、地域の健康づくり活動等への参加や地域の子育て支援機関などと連携した取

組を進めていくことも必要です。 

 

（８）地域保健関係機関 

生涯を通じた健康づくりの観点から、地域保健関係機関（県や市町村の保健部局や保健所等）

は地域保健に関する様々な取組を通じて、学校保健と地域保健との連携を図ることが求められ

ています。 
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２ 学校保健推進の重点項目と目標及び取組内容等 

重  点 

（１） 学校保健推進体制の確立 

（２） 望ましい生活習慣定着の推進 

 （３） 感染症予防対策の推進                   

 （４） 性に関する指導の推進          

 （５） 心の健康問題への対応の推進 

 （６） アレルギー疾患への対応の推進 

 （７） その他の慢性疾病等への対応の推進 

 （８） 子どもの傷害予防の推進                             

 

 

（１） 学校保健推進体制の確立  

目 標 区 分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ 学校保健委員会

の設置率の増加 

 

小 学 校 

中 学 校 

高等学校 

特別支援学校 

８８．９％    

８０．８％  

１００．０％  

８０．０％ 

 

１００％  

２ 食に関する指導

の全体計画作成率

の増加 

小 学 校 

中 学 校 

高等学校 

特別支援学校 

１００. ０％ 

９８．１％ 

６７．１％ 

９５．０％ 

 

１００％ 

 

３ 食に関する指導

の実施率の増加 

小 学 校 

中 学 校 

高等学校 

特別支援学校 

９４．１％ 

６６．０％ 

２８．６％ 

８０．０％ 

１００．０％ 

１００．０％ 

 ５０．０％ 

１００．０％ 

小・中学校については 

「第 3 次青森県食育推進計

画目標値」を参考 

 
県教育委員会の取組 学校の取組 

・学校保健関係者等へ青森県学校保健推進計画（第 3 次）の

周知の推進 

・学校保健委員会設置率の向上と活性化の取組を支援する。 

・学校保健推進の基盤となる学校保健計画等の作成率向上を 

 目指し指導するとともに、全教職員による健康課題の共通 

理解及び協働を促進する。 

・健康課題の把握と取組の検討 

・食に関する指導の全体計画の作成 

 及び実施 

・学校保健委員会の設置・開催及び 

活性化 

関係団体等の取組 
・各計画作成への参画        ・学校保健活動への理解と協力  

・学校保健委員会への積極的な参加 
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（２） 望ましい生活習慣定着の推進 

①体格、栄養・食生活 

目 標 区 分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ 肥満傾向児出現

率の減少（肥満度

20％以上のもの） 

小学校 

中学校 

高等学校 

１１．４％ 

１２．１％ 

１３．７％ 

 

１０．０％以下 

 

10歳（小学5年生）の肥満傾

向児の割合（男女合計値） 

2017年度 13% → 

     2023年度 10% 

２ 痩身傾向児出現

率の減少（肥満度

-20%以上のもの） 

小学校 

中学校 

高等学校 

１．４％ 

２．３％ 

２．１％ 

   

 １．０％以下 

 

 

３ 朝食を毎日食べ

る子どもの割合の

増加 

小学校１学年 

小学校６学年 

中学校３学年 

高等学校３学年 

男子92.1%  女子92.2%

87.9%   90.1% 

84.7%   83.0% 

79.4%   81.5% 

９５．０％以上 

 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・青森県学校保健調査等の実施により、児童生徒の健康状態

を把握し、基礎資料を作成する。 

・青森県学校保健・安全・給食研究大会を開催し、研究協議

を行い、健康教育の一層の充実を図る。 

・肥満及び痩身傾向児出現率の低下を目指し、食事・運動・

休養（睡眠）等の基本的生活習慣定着に向けた取組を支援

する。 

・重点事業により子どもの健康づくりを推進する 

・年間指導計画の作成と実施 

・家庭と連携した取組の推進 

・教職員研修の充実 

・食育の推進・食に関する指導の充実 

・児童生徒及び家庭への啓発活動 

・学校医との連携 

・地域保健・専門家との連携 

・家庭、ＰＴＡに対する啓発活動等 

関係団体等の取組 

・青森県学校保健会：健やか青森っ子プラン（生活習慣病防止対策）の実施 

・健康あおもり２１（第２次）「栄養・食生活」 

  栄養管理・食生活支援に携わる人財の育成 
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②身体活動・運動    

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21の 

（第２次）目標値 

１ 平日に運動・スポ

ーツを週３日以上

する児童生徒の割

合の増加

（学校の体育の授業を除く） 

小学校５学年 

 

 

中学校２学年 

 

男子 ７１．２% 

女子 ５６．０% 

 

男子 ８５．７%  

女子 ６７．９% 

男子 ８５．０% 

女子 ７０．０% 

 

男子 ９５．０% 

女子 ８０．０% 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・体格、体力、ライフスタイル調査等の実施により、児童生

徒の健康状態を把握し、基礎資料を作成する。 

・児童生徒自らが進んで運動できる環境づくりを支援するた 

め、講習会等を実施し、発達の段階を踏まえた体力向上の 

実践的な指導法の充実を図る。 

・教員の指導力向上を図るため、授業や運動部活動における

指導法の講習会を実施する。 

・各学校の体力向上に向けた組織的な取組を推進するため、

効果的な実践例等、情報提供を行う。 

・児童生徒の体力・健康づくりに向けて、関係団体との連携

を促進する。 

・年間指導計画の作成と実施 

・家庭と連携した取組の推進 

・教職員研修の充実 

・児童生徒及び家庭への啓発活動 

・学校医との連携 

・地域保健・専門家との連携 

・家庭、ＰＴＡに対する啓発活動等 

関係団体等の取組 ・青森県学校保健会：健やか青森っ子プラン（生活習慣病防止対策）の実施 
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③ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止 

目 標 区分 

現状値 

2017度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり 21（第２次） 

の目標値 

１ 喫煙・飲酒・薬物 

乱用防止教室の実施 

率の増加 

 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校 

５４．５％ 

９５．５％ 

１００．０％ 

４０．０％ 

 ６５．０％ 

１００．０％ 

１００．０％ 

 ６０．０％ 

未成年者の飲酒をなくす 

2015年度 

 中学3年生 男子3.6% 女4.2%  

高校3年生 男子7.2% 女子6.7% 

→ 2023 年度  0% 

 
県教育委員会の取組 学校の取組 

・国の「第五次薬物乱用防止五か年戦略」に基づき学校にお

ける薬物乱用防止教育を一層推進する。 

 （薬物乱用防止教育研修会等の実施及び研修機会の充実・指

導資料「喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導参考資料」

の活用促進・関係機関・団体との連携の充実） 

・年間指導計画の作成と実施 

 （薬物乱用の根絶に向けた規範意識の

 向上・薬物乱用防止に関する指導の徹

底・教育内容の充実） 

・家庭と連携した取組の推進 

・教職員研修の充実 

・学校薬剤師との連携 

・地域保健・専門家との連携 

関係団体等の取組 

・健康あおもり２１（第２次）「飲酒」 

   飲酒に伴うリスクに関する知識の普及 

   アルコール健康障害に関する予防及び早期発見、相談から治療につなげ

る支援の実施 

・健康あおもり２１（第２次）「喫煙」 

喫煙が健康に及ぼす影響に関する正しい知識の普及啓発 

   未成年者や妊娠中の喫煙防止 

受動喫煙防止対策の推進 

・薬物相談窓口等の紹介・情報・知識の普及・啓発（教材の貸出、人材派遣等）
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④ 歯科保健 

目 標 区分 

現状値 

2017度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）の目標値 

１ 12歳児の一人平

均う歯本数の減少 
12 歳児 １．２５本 １．００本 

2017 年度 1.25 本 →  

2023 年度  1.0 本未満

２ う歯被患率の減

少 

小学校 

中学校 

高等学校 

５８．４％ 

４９．６％ 

５８．１％ 

５２．０％ 

４０．０％ 

５０．０％ 

３歳児でう蝕のない者の割合の増加 

2016 年度 73.7% →  

2022 年度  90.0%

３ 歯肉炎被患率の

減少 

小学校 

中学校 

高等学校 

  １．７％ 

  ４．０％ 

  ５．９％ 

  １．０％ 

  ３．０％ 

  ４．９％ 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」推進

学校（地域）の推薦及び取組を支援する。 

・健康教育実践研究校を指定し、健康教育の在り方、進め方、

 課題解決の具体的な指導内容や指導方法について研究を行

う。 

・青森県学校歯科保健研究大会及び学校歯科保健優良校等の

表彰を行い、学校歯科保健活動を推進する。 

・関係団体との連携により、学校歯科保健活動を推進する。

・年間指導計画の作成と実施 

・家庭と連携した取組の推進 

・学校歯科医との連携 

・児童生徒及び家庭への啓発活動 

 

関係団体等の取組 

・健康あおもり２１（第２次）「歯・口腔の健康」 

小児期のう蝕予防対策 

  ８０２０運動のさらなる推進と個人の取組に対する社会の支援 
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（３） 感染症予防対策の推進 

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２

次）の目標値 

１ 学校等欠席者・感

染症情報システム

の導入数の増加 

システムを導入す

る教育委員会数 

２０教育委員会 

県教育委員会① 

市町村教育委員会⑲

４１教育委員会 

県教育委員会① 

市町村教育委員会㊵ 

 

   

県教育委員会の取組 学校の取組 

・市町村教育委員会の学校等欠席者・感染症情報収集システ

ム導入に向けた取組を支援する。 

・インフルエンザ等の予防についての周知徹底を図る。 

・感染症予防に関する研修会の開催と予防啓発活動を実施す

る。 

・集団かぜの発生及び措置状況の提供により注意喚起を図る。

・「学校において予防すべき感染症の解説」 

（2018年3月発行 日本学校保健会）の周知を図る。 

・教職員による児童生徒の健康観察の 

徹底と感染症発生状況の把握 

・教職員の感染症危機管理意識の向上 

 と家庭への予防啓発活動の推進 

・保健学習等による児童生徒の自己管 

理能力の育成 

・学校医・保健所との連携 

関係団体等の取組 ・各感染症ガイドラインに基づく対応等の指導 
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（４） 性に関する指導の推進  

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ 発達の段階に応

じた性に関する指

導の実施率の増加 

 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校小学部 

中学部 

高等部 

７８．１％ 

８５．３％ 

９２．９％ 

３５．３％ 

４３．８％ 

４０．０％ 

９０．０％ 

９０．０％ 

１００．０％ 

６０．０％ 

７０．０％ 

７５．０％ 

 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・学習指導要領に則り、児童生徒の発達の段階に応じた適切

な性に関する教育が実践されるよう、教職員を対象とした

研修会等を実施し、実践的な取組を支援する。 

・県内６地区の高校に産婦人科校医を各１名配置し、学校

における講演会や健康相談等の取組を支援する。 
・管理職等を対象に研修会を開催し、理解の推進を図る。

・性に関する指導の年間指導計画の作成

と実施 

・家庭と連携した取組の推進 

・教職員研修の充実 

・学校医との連携 

・地域保健・専門家との連携 

関係団体等の取組 
・地域医療情報の提供  

・相談機関、窓口としての対応  ・性感染症等の情報の提供 
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（５） 心の健康問題への対応の推進   

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ 心の健康教育の

実施率の増加 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校小学部 

中学部 

高等部 

５１．７％ 

４１．７％ 

３７．１％ 

３５．３％ 

５６．３％ 

６０．０％ 

６５．０％ 

５０．０％ 

５０．０％ 

５５．０％ 

７０．０％ 

７０．０％ 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・学校体育、健康・安全教育関係調査等の実施により、学校

におけるメンタルヘルス対策の取組の把握に努める。 

・健康教育実践研究校の取組の紹介等により、学校における

メンタルヘルス対策の取組を支援する。 

・事件・事故・災害等の発生時における心のケアの充実を図

るため、心のケアに関する研修会等を実施し、教員の指導

力向上を図り、健康相談を支援する。 

・教職員間の共通理解と連携 

・教職員研修の実施 

・校内組織体制の整備 

・心のケアに対する対応マニュアルの 

作成(児童生徒の実態に応じて) 

・地域保健・専門家との連携 

・児童生徒及び家庭への啓発活動 

関係団体等の取組 

・相談機関、窓口としての対応     

・地域医療情報の提供 

・健康あおもり２１（第２次）「こころの健康づくり」 

  住民への啓発と周知 

  地域におけるネットワークの強化 

・健康あおもり２１（第２次）「休養（睡眠）」 

  睡眠及び休養に関する普及啓発 
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（６） アレルギー疾患への対応の推進   

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ アレルギー疾患

に関する研修会の

実施率の増加 

 

小学校 

中学校 

高等学校(全・定) 

特別支援学校 

５１．４％ 

４４．２％ 

３１．４％ 

２５．０％ 

７０．０％ 

６０．０％ 

５０．０％ 

４５．０％ 

 

２ アレルギー疾患

に対応する体制の

構築率の増加 

小学校 

中学校 

高等学校(全・定) 

特別支援学校 

         

 

１００％ 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・「学校におけるアレルギー疾患対応指針」（2018年3月 県

教育委員会）の周知を図る。 

・学校におけるアレルギー疾患に関する研修会を実施し、教

員の資質向上を図る。 

・青森県学校保健調査及び体育、健康・安全教育関係調査等

の実施により、アレルギー疾患児童生徒の現状の把握に努

める。 

・学校給食等への対応についての周知を図る。  

・学校環境衛生の維持や環境整備の取組を支援する。    

・アレルギー疾患対応委員会などの設置

・アレルギー疾患に対応に関する基本方

針策定 

・教職員の役割 

・対応環境やマニュアルの整備 

・緊急時対応体制の整備と確保 

・校内研修会の実施 

・保護者・学校間の連携 

・全ての事故及びヒヤリハット事例の 

報告 

関係団体等の取組 
・地域医療情報の提供   ・正しい知識の普及・啓発 

・相談機関、窓口としての対応（指導・助言等） 
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（７） その他の慢性疾病等への対応の推進 

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ ＡＥＤを使用し

た心肺蘇生実技講

習の実施率の増加 

小学校 

中学校 

高等学校 

特別支援学校 

４７．２％ 

６８．６％ 

８５．７％ 

８５．０％ 

６０．０％ 

７５．０％ 

９５．０％ 

９５．０％ 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・学校体育、健康・安全教育関係調査等の実施により、学校

におけるＡＥＤを使用した心肺蘇生実技講習会の把握に努

める。 

  

・教職員研修の実施 

・学校医との連携 

・学校における緊急時対応体制の整備 

 と見直し 

関係団体等の取組 
・地域医療情報の提供   ・正しい知識の普及・啓発 

・相談機関、窓口としての対応（指導・助言等） 

 

 

（８） 子どもの傷害予防の推進   

目 標 区分 

現状値 

2017年度 

目標値 

2023年度 

参 考 

健康あおもり21（第２次）

の目標値 

１ 学校管理下にお

ける負傷発生件数

の減少 

小 学 校 

中 学 校 

高等学校全日制 

    定時制 

     通信制 

４．１５％ 

１０．４９％ 

７．０４％ 

２．９３％ 

０．１５％ 

３．５％ 

９．０％ 

５．５％ 

１．５％ 

０．０％ 

 

 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・交通安全教育の啓発及び交通安全行動の定着化を図るため 

 交通安全教材を配布する。 

・交通安全推進地区の指定により、地域全体での交通安全教

育を推進する。 

・熱中症等傷害予防に関する知識や技術の普及に努める。 

・学校安全教室指導者研修会を実施する。 

・「運動部活動の指針」の周知を図る。 

・学校安全計画に基づく安全教育・安全

指導の実施 

・安全管理の徹底 

・危機管理対応マニュアルの作成・ 

見直し 

・教職員研修の実施 

・児童生徒及び家庭への啓発活動 

関係団体等の取組 

・地域の安全対策の推進  ・地域の安全に関する情報の提供 

・医療機関・相談機関、窓口としての対応（指導・助言等） 

・正しい知識の普及・啓発（成長発達期のスポーツ傷害の予防等） 
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３ 学校と地域関係機関・団体等との連携体制の構築 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・学校保健、学校における食育及び学校安全を総合的に推進し

健康教育の充実を図るため、学校、家庭、地域社会の連携体

制の構築を図る。 

 （地域関係機関・団体） 

県医師会、県歯科医師会、県学校薬剤師会、県学校給食会、

県学校保健会、県健康福祉部、県警察本部、県ＰＴＡ連合

会等との連携、大学、その他関係団体等との連携 

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師と

の連携 

・地域の行政、医療、保健、福祉、警

察等関係機関に関する情報収集と関

係づくり 

・教職員間の共通理解 

関係団体等の取組 
・情報交換の場の設定   

・相談・対応窓口の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学校保健推進計画の取組状況の評価 

県教育委員会の取組 学校の取組 

・学校保健推進に向けた協議会を開催し、地域の実情を踏まえ

 健康課題解決に向けた計画を策定するとともに、ＰＤＣＡマ

ネジメント＊4により健康教育の充実に努める。 
・取組状況の検証から、取組の重点化を目指した事業の企画・

立案に取り組む。 

・学校における取組に関する調査等を実施し、行政指導及び学

校訪問時の指導・助言の資料とする。 

・学校保健計画等の実施状況等の評価

・学校評価の一環としての評価 

・次年度の取組への反映 

関係団体等の取組 
・大人も含めた県及び地域における健康課題への取組の評価 

・各機関、団体での取組の評価 

 

                                                  
＊4  ＰＤＣＡマネジメント  
    計画（Plan）→実行（Do）→検証（Check）→改善（Action）の４段階を切り返すことによって、業務を継続的に改善する 

業務管理手法。 
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